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第第第第８２８２８２８２号議案号議案号議案号議案 

            豊川市豊川市豊川市豊川市公共駐車場公共駐車場公共駐車場公共駐車場条例の一部改正について条例の一部改正について条例の一部改正について条例の一部改正について 

    豊川市豊川市豊川市豊川市公共駐車場公共駐車場公共駐車場公共駐車場条例条例条例条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとすの一部を改正する条例を次のように定めるものとすの一部を改正する条例を次のように定めるものとすの一部を改正する条例を次のように定めるものとす    

る。る。る。る。 

        令和令和令和令和３３３３年年年年１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日提出日提出日提出日提出 

                                                                                    豊川市長豊川市長豊川市長豊川市長    竹竹竹竹    本本本本    幸幸幸幸    夫夫夫夫         

 

 

            豊川市豊川市豊川市豊川市公共駐車場公共駐車場公共駐車場公共駐車場条例の一部を改正する条例条例の一部を改正する条例条例の一部を改正する条例条例の一部を改正する条例 

    豊川市豊川市豊川市豊川市公共駐車場公共駐車場公共駐車場公共駐車場条例（昭和条例（昭和条例（昭和条例（昭和５３５３５３５３年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第３７３７３７３７号）の一部を次のよう号）の一部を次のよう号）の一部を次のよう号）の一部を次のよう

に改正する。に改正する。に改正する。に改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

（（（（利用できる車両の範囲）利用できる車両の範囲）利用できる車両の範囲）利用できる車両の範囲）    （（（（利用できる車両の範囲利用できる車両の範囲利用できる車両の範囲利用できる車両の範囲））））    

第６条第６条第６条第６条    ((((略略略略))))    第６条第６条第６条第６条    ((((略略略略))))    

（利用できる期間）（利用できる期間）（利用できる期間）（利用できる期間）        

第７条第７条第７条第７条    駐車場を利用できる期間は、駐車場を利用できる期間は、駐車場を利用できる期間は、駐車場を利用できる期間は、１回の１回の１回の１回の

利用につき利用につき利用につき利用につき駐車場に入場した日から起算し駐車場に入場した日から起算し駐車場に入場した日から起算し駐車場に入場した日から起算し

て７日までとする。て７日までとする。て７日までとする。て７日までとする。ただし、ただし、ただし、ただし、定期駐車券の定期駐車券の定期駐車券の定期駐車券の

利用その他市長が特別の理由があると認め利用その他市長が特別の理由があると認め利用その他市長が特別の理由があると認め利用その他市長が特別の理由があると認め

るときは、るときは、るときは、るときは、この限りでない。この限りでない。この限りでない。この限りでない。    

    

    （駐車の拒否）（駐車の拒否）（駐車の拒否）（駐車の拒否）        （駐車の拒否）（駐車の拒否）（駐車の拒否）（駐車の拒否）    

第８条第８条第８条第８条    ((((略略略略))))    第７条第７条第７条第７条    ((((略略略略))))    

    （利用の禁止又は制限）（利用の禁止又は制限）（利用の禁止又は制限）（利用の禁止又は制限）        （利用の禁止又は制限）（利用の禁止又は制限）（利用の禁止又は制限）（利用の禁止又は制限）    

第９条第９条第９条第９条    ((((略略略略))))    第８条第８条第８条第８条    ((((略略略略))))    

    （使用料）（使用料）（使用料）（使用料）        （使用料）（使用料）（使用料）（使用料）    

第第第第11110000条条条条    ((((略略略略))))    第９条第９条第９条第９条    ((((略略略略))))    

２２２２    使用料は、普通自動車駐車場使用料は、普通自動車駐車場使用料は、普通自動車駐車場使用料は、普通自動車駐車場、、、、豊川市豊川市豊川市豊川市愛愛愛愛

知御津駅前公共駐車場知御津駅前公共駐車場知御津駅前公共駐車場知御津駅前公共駐車場の第２駐車場の第２駐車場の第２駐車場の第２駐車場及び豊及び豊及び豊及び豊

川市西小坂井駅前公共駐車場にあっては自川市西小坂井駅前公共駐車場にあっては自川市西小坂井駅前公共駐車場にあっては自川市西小坂井駅前公共駐車場にあっては自

動車を当該駐車場から出場させる際に、そ動車を当該駐車場から出場させる際に、そ動車を当該駐車場から出場させる際に、そ動車を当該駐車場から出場させる際に、そ

れ以外の駐車場にあっては自動車を当該駐れ以外の駐車場にあっては自動車を当該駐れ以外の駐車場にあっては自動車を当該駐れ以外の駐車場にあっては自動車を当該駐

車場へ入場させる際に徴収する。ただし、車場へ入場させる際に徴収する。ただし、車場へ入場させる際に徴収する。ただし、車場へ入場させる際に徴収する。ただし、

定期駐車券の利用その他市長が特別の理由定期駐車券の利用その他市長が特別の理由定期駐車券の利用その他市長が特別の理由定期駐車券の利用その他市長が特別の理由

があると認めるときは、この限りでない。があると認めるときは、この限りでない。があると認めるときは、この限りでない。があると認めるときは、この限りでない。    

２２２２    使用料は、普通自動車駐車場使用料は、普通自動車駐車場使用料は、普通自動車駐車場使用料は、普通自動車駐車場、豊川市愛、豊川市愛、豊川市愛、豊川市愛

知御津駅前公共駐車場の第２駐車場知御津駅前公共駐車場の第２駐車場知御津駅前公共駐車場の第２駐車場知御津駅前公共駐車場の第２駐車場及び豊及び豊及び豊及び豊

川市西小坂井駅前公共駐車場にあっては自川市西小坂井駅前公共駐車場にあっては自川市西小坂井駅前公共駐車場にあっては自川市西小坂井駅前公共駐車場にあっては自

動車を当該駐車場から出場させる際に、そ動車を当該駐車場から出場させる際に、そ動車を当該駐車場から出場させる際に、そ動車を当該駐車場から出場させる際に、そ

れ以外の駐車場にあっては自動車を当該駐れ以外の駐車場にあっては自動車を当該駐れ以外の駐車場にあっては自動車を当該駐れ以外の駐車場にあっては自動車を当該駐

車場へ入場させる際に徴収する。ただし、車場へ入場させる際に徴収する。ただし、車場へ入場させる際に徴収する。ただし、車場へ入場させる際に徴収する。ただし、

定期駐車券の定期駐車券の定期駐車券の定期駐車券の利用その他市長が特別の理由利用その他市長が特別の理由利用その他市長が特別の理由利用その他市長が特別の理由

があると認めるときは、この限りでない。があると認めるときは、この限りでない。があると認めるときは、この限りでない。があると認めるときは、この限りでない。    

    （使用料の減免）（使用料の減免）（使用料の減免）（使用料の減免）        （使用料の減免）（使用料の減免）（使用料の減免）（使用料の減免）    

第第第第11111111条条条条    ((((略略略略))))    第第第第11110000条条条条    ((((略略略略))))    

    （（（（使用料の還付）使用料の還付）使用料の還付）使用料の還付）        （使用料の還付）（使用料の還付）（使用料の還付）（使用料の還付）    



----    2 2 2 2 ----    

    

第第第第11112222条条条条    ((((略略略略))))    第第第第11111111条条条条    ((((略略略略))))    

    （事故等の免責）（事故等の免責）（事故等の免責）（事故等の免責）        （事故等の免責）（事故等の免責）（事故等の免責）（事故等の免責）    

第第第第11113333条条条条    ((((略略略略))))    第第第第11112222条条条条    ((((略略略略))))    

    （損害賠償）（損害賠償）（損害賠償）（損害賠償）        （損害賠償）（損害賠償）（損害賠償）（損害賠償）    

第第第第11114444条条条条    ((((略略略略))))    第第第第11113333条条条条    ((((略略略略))))    

    （委任）（委任）（委任）（委任）        （委任）（委任）（委任）（委任）    

第第第第11115555条条条条    ((((略略略略))))    第第第第11114444条条条条    ((((略略略略))))    

別表第１（第６条関係）別表第１（第６条関係）別表第１（第６条関係）別表第１（第６条関係）    別表第１（第６条関係）別表第１（第６条関係）別表第１（第６条関係）別表第１（第６条関係）    

    区分区分区分区分    車両の範囲車両の範囲車両の範囲車両の範囲            区分区分区分区分    車両の範囲車両の範囲車両の範囲車両の範囲        

    ((((略略略略))))            ((((略略略略))))        

    豊川市豊川市豊川市豊川市

愛知御愛知御愛知御愛知御

津駅前津駅前津駅前津駅前

公共駐公共駐公共駐公共駐

車場車場車場車場    

第第第第

１１１１

駐駐駐駐

車車車車

場場場場    

普普普普

通通通通

自自自自

動動動動

車車車車

用用用用

区区区区

画画画画    

普通自動車のうち積普通自動車のうち積普通自動車のうち積普通自動車のうち積

載物及び取付物を含載物及び取付物を含載物及び取付物を含載物及び取付物を含

めて、長さめて、長さめて、長さめて、長さ4.94.94.94.9メーメーメーメー    

トル以下、幅トル以下、幅トル以下、幅トル以下、幅1.91.91.91.9メメメメ    

ートル以下のものートル以下のものートル以下のものートル以下のもの    

        豊川市豊川市豊川市豊川市

愛知御愛知御愛知御愛知御

津駅前津駅前津駅前津駅前

公共駐公共駐公共駐公共駐

車場車場車場車場    

普通自普通自普通自普通自

動車用動車用動車用動車用

区画区画区画区画    

普通自動車のうち積普通自動車のうち積普通自動車のうち積普通自動車のうち積

載物及び取付物を含載物及び取付物を含載物及び取付物を含載物及び取付物を含

めて、長さめて、長さめて、長さめて、長さ4.94.94.94.9メーメーメーメー

トル以下、幅トル以下、幅トル以下、幅トル以下、幅1.91.91.91.9メメメメ    

ートル以下のものートル以下のものートル以下のものートル以下のもの    

    

    軽軽軽軽

自自自自

動動動動

車車車車

用用用用

区区区区

画画画画    

道路運送車両法（昭道路運送車両法（昭道路運送車両法（昭道路運送車両法（昭

和和和和26262626年法律第年法律第年法律第年法律第185185185185号号号号

）第３条に規定する）第３条に規定する）第３条に規定する）第３条に規定する

軽自動車であって、軽自動車であって、軽自動車であって、軽自動車であって、

積載物及び取付物を積載物及び取付物を積載物及び取付物を積載物及び取付物を

含めて、長さ含めて、長さ含めて、長さ含めて、長さ3.63.63.63.6メメメメ

ートル以下、幅ートル以下、幅ートル以下、幅ートル以下、幅1.681.681.681.68

メートル以下のものメートル以下のものメートル以下のものメートル以下のもの    

        軽自動軽自動軽自動軽自動

車用区車用区車用区車用区

画画画画    

道路運送車両法（昭道路運送車両法（昭道路運送車両法（昭道路運送車両法（昭

和和和和26262626年法律第年法律第年法律第年法律第185185185185号号号号

）第３条に規定する）第３条に規定する）第３条に規定する）第３条に規定する

軽自動車であって、軽自動車であって、軽自動車であって、軽自動車であって、

積載物及び取付物を積載物及び取付物を積載物及び取付物を積載物及び取付物を

含めて、長さ含めて、長さ含めて、長さ含めて、長さ3.63.63.63.6メメメメ

ートル以下、幅ートル以下、幅ートル以下、幅ートル以下、幅1.681.681.681.68

メートル以下のものメートル以下のものメートル以下のものメートル以下のもの    

    

    第２駐第２駐第２駐第２駐

車場車場車場車場    

普通自動車のうち積普通自動車のうち積普通自動車のうち積普通自動車のうち積

載物及び取付物を含載物及び取付物を含載物及び取付物を含載物及び取付物を含

めて、長さめて、長さめて、長さめて、長さ4444 .... 9999メーメーメーメー

トル以下、幅トル以下、幅トル以下、幅トル以下、幅1111 .... 9999メメメメ    

ートル以下のものートル以下のものートル以下のものートル以下のもの    

                        

    豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井

駅前公共駐車場駅前公共駐車場駅前公共駐車場駅前公共駐車場    

((((略略略略))))            豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井

駅前公共駐車場駅前公共駐車場駅前公共駐車場駅前公共駐車場    

((((略略略略))))        

備考備考備考備考    ((((略略略略))))    備考備考備考備考    ((((略略略略))))    

別表第２（第９条関係）別表第２（第９条関係）別表第２（第９条関係）別表第２（第９条関係）    別表第２（第９条関係）別表第２（第９条関係）別表第２（第９条関係）別表第２（第９条関係）    

    利用区分利用区分利用区分利用区分    単位単位単位単位    使用料使用料使用料使用料            利用区分利用区分利用区分利用区分    単位単位単位単位    使用料使用料使用料使用料        

    ((((略略略略))))            ((((略略略略))))        

    豊川市愛豊川市愛豊川市愛豊川市愛

知御津駅知御津駅知御津駅知御津駅

前公共駐前公共駐前公共駐前公共駐

車場車場車場車場    

第第第第

１１１１

駐駐駐駐

車車車車    

定定定定

期期期期

駐駐駐駐

車車車車    

普普普普

通通通通

自自自自

動動動動    

１台１台１台１台

１月１月１月１月

につにつにつにつ

きききき    

4,2004,2004,2004,200

円円円円    

        豊川市愛豊川市愛豊川市愛豊川市愛

知御津駅知御津駅知御津駅知御津駅

前公共駐前公共駐前公共駐前公共駐

車場車場車場車場    

定定定定

期期期期

駐駐駐駐

車車車車    

普通普通普通普通

自動自動自動自動

車用車用車用車用

区画区画区画区画    

１台１台１台１台

１月１月１月１月

につにつにつにつ

きききき    

4,2004,2004,2004,200

円円円円    

    



----    3 3 3 3 ----    

    

        場場場場    券券券券

利利利利

用用用用    

車車車車

用用用用

区区区区

画画画画    

                    券券券券

利利利利

用用用用    

                

                軽軽軽軽

自自自自

動動動動

車車車車

用用用用

区区区区

画画画画    

１台１台１台１台

１月１月１月１月

につにつにつにつ

きききき    

3,6753,6753,6753,675

円円円円    

                軽自軽自軽自軽自

動車動車動車動車

用区用区用区用区

画画画画    

１台１台１台１台

１月１月１月１月

につにつにつにつ

きききき    

3,6753,6753,6753,675

円円円円    

    

        第第第第

２２２２

駐駐駐駐

車車車車

場場場場    

一般一般一般一般

利用利用利用利用    

１台１台１台１台

１回１回１回１回

30303030分分分分

につにつにつにつ

きききき    

50505050円円円円                                    

        定期定期定期定期

駐車駐車駐車駐車

券利券利券利券利

用用用用    

１台１台１台１台

１月１月１月１月

につにつにつにつ

きききき    

4,5004,5004,5004,500

円円円円    

                                

    豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井

駅前公共駐車場駅前公共駐車場駅前公共駐車場駅前公共駐車場    

一般一般一般一般

利用利用利用利用    

((((略略略略))))            豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井

駅前公共駐車場駅前公共駐車場駅前公共駐車場駅前公共駐車場    

一般一般一般一般

利用利用利用利用    

((((略略略略))))            

                        

    定期定期定期定期

駐車駐車駐車駐車

券利券利券利券利

用用用用    

１台１台１台１台

１月１月１月１月

につにつにつにつ    

きききき    

4,5004,5004,5004,500

円円円円    

        定期定期定期定期

駐車駐車駐車駐車

券利券利券利券利

用用用用    

１台１台１台１台

１月１月１月１月

につにつにつにつ    

きききき    

4,2004,2004,2004,200

円円円円    

    

備考備考備考備考    備考備考備考備考    

１１１１    ((((略略略略))))    １１１１    ((((略略略略))))    

２２２２    豊川市愛知御津駅前公共駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場

のののの第２駐車場及び第２駐車場及び第２駐車場及び第２駐車場及び豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井

駅前公共駐車場の一般利用におい駅前公共駐車場の一般利用におい駅前公共駐車場の一般利用におい駅前公共駐車場の一般利用におい

て、駐車場のて、駐車場のて、駐車場のて、駐車場の１回の利用時間が１回の利用時間が１回の利用時間が１回の利用時間が30303030

分未満であるとき、又は分未満であるとき、又は分未満であるとき、又は分未満であるとき、又は１回の利１回の利１回の利１回の利

用時間に用時間に用時間に用時間に30303030分未満の端数があると分未満の端数があると分未満の端数があると分未満の端数があると

きは、これをきは、これをきは、これをきは、これを30303030分とする。分とする。分とする。分とする。ただしただしただしただし

、、、、最初の最初の最初の最初の33330000分分分分までまでまでまでの使用料は、無の使用料は、無の使用料は、無の使用料は、無

料とする。料とする。料とする。料とする。    

２２２２    豊川市愛知御津駅前公共駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場

第２駐車第２駐車第２駐車第２駐車ああああ場及び場及び場及び場及び豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井豊川市西小坂井

駅前公共駐車場の一般利用におい駅前公共駐車場の一般利用におい駅前公共駐車場の一般利用におい駅前公共駐車場の一般利用におい

て、駐車場のて、駐車場のて、駐車場のて、駐車場の１回の利用時間が１回の利用時間が１回の利用時間が１回の利用時間が30303030

分未満であるとき、又は分未満であるとき、又は分未満であるとき、又は分未満であるとき、又は１回の利１回の利１回の利１回の利

用時間に用時間に用時間に用時間に30303030分未満の端数があると分未満の端数があると分未満の端数があると分未満の端数があると

きは、これをきは、これをきは、これをきは、これを30303030分とする。分とする。分とする。分とする。    

附附附附    則則則則    

    （施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）    

１１１１    この条例この条例この条例この条例中中中中第９条の改正規定、別表第１の改正規定、別表第２豊川市愛知第９条の改正規定、別表第１の改正規定、別表第２豊川市愛知第９条の改正規定、別表第１の改正規定、別表第２豊川市愛知第９条の改正規定、別表第１の改正規定、別表第２豊川市愛知    



----    4 4 4 4 ----    

    

    御津駅前公共駐車場の項の改正規定及び同表備考第２項の改正規定（豊川市御津駅前公共駐車場の項の改正規定及び同表備考第２項の改正規定（豊川市御津駅前公共駐車場の項の改正規定及び同表備考第２項の改正規定（豊川市御津駅前公共駐車場の項の改正規定及び同表備考第２項の改正規定（豊川市    

    愛知御津駅前公共駐車場の第２駐車場に係る部分に限る。）愛知御津駅前公共駐車場の第２駐車場に係る部分に限る。）愛知御津駅前公共駐車場の第２駐車場に係る部分に限る。）愛知御津駅前公共駐車場の第２駐車場に係る部分に限る。）はははは令和令和令和令和４４４４年年年年３３３３月月月月    

    １日から１日から１日から１日から、その他の改正規定は、その他の改正規定は、その他の改正規定は、その他の改正規定は同年同年同年同年４４４４月１日から施行する。月１日から施行する。月１日から施行する。月１日から施行する。    

    （経過措置）（経過措置）（経過措置）（経過措置）    

２２２２    この条例による改正後の豊川市公共駐車場条例（以下「新条例」といこの条例による改正後の豊川市公共駐車場条例（以下「新条例」といこの条例による改正後の豊川市公共駐車場条例（以下「新条例」といこの条例による改正後の豊川市公共駐車場条例（以下「新条例」とい    

    う。）第７条う。）第７条う。）第７条う。）第７条の規定の規定の規定の規定及び別表第２及び別表第２及び別表第２及び別表第２備考第２項の規定（備考第２項の規定（備考第２項の規定（備考第２項の規定（豊川市西小坂井駅前豊川市西小坂井駅前豊川市西小坂井駅前豊川市西小坂井駅前公公公公    

    共共共共駐車場駐車場駐車場駐車場に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）は、は、は、は、令和４年４月１日令和４年４月１日令和４年４月１日令和４年４月１日以後に以後に以後に以後に駐車場を利用す駐車場を利用す駐車場を利用す駐車場を利用す    

    る者につる者につる者につる者についいいいて適用する。て適用する。て適用する。て適用する。    

３３３３    令和４年４月１日前に、利用期間内に同日を含む豊川市西小坂井駅前令和４年４月１日前に、利用期間内に同日を含む豊川市西小坂井駅前令和４年４月１日前に、利用期間内に同日を含む豊川市西小坂井駅前令和４年４月１日前に、利用期間内に同日を含む豊川市西小坂井駅前公共公共公共公共    

    駐車場の定期駐車券（利用期間の始期が同日であるものを除く。）を購入す駐車場の定期駐車券（利用期間の始期が同日であるものを除く。）を購入す駐車場の定期駐車券（利用期間の始期が同日であるものを除く。）を購入す駐車場の定期駐車券（利用期間の始期が同日であるものを除く。）を購入す    

    る者については、なお従前の例による。る者については、なお従前の例による。る者については、なお従前の例による。る者については、なお従前の例による。    

４４４４    新新新新条例条例条例条例の規定によるの規定によるの規定によるの規定による豊川市愛知御津駅前公共駐車場の第２駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場の第２駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場の第２駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場の第２駐車場の使用料の使用料の使用料の使用料    

    のののの徴収に必要な手徴収に必要な手徴収に必要な手徴収に必要な手続その他の行為は、続その他の行為は、続その他の行為は、続その他の行為は、令和４年３月１日前においても行うこ令和４年３月１日前においても行うこ令和４年３月１日前においても行うこ令和４年３月１日前においても行うこ    

    とができる。とができる。とができる。とができる。    

５５５５    新条例の規定による豊川市西小坂井駅前新条例の規定による豊川市西小坂井駅前新条例の規定による豊川市西小坂井駅前新条例の規定による豊川市西小坂井駅前公共公共公共公共駐車場駐車場駐車場駐車場の使用料の徴収に必要の使用料の徴収に必要の使用料の徴収に必要の使用料の徴収に必要    

    な手続その他の行為は、令和４年４月１日前においても行うことができる。な手続その他の行為は、令和４年４月１日前においても行うことができる。な手続その他の行為は、令和４年４月１日前においても行うことができる。な手続その他の行為は、令和４年４月１日前においても行うことができる。    

 

 

 

 

 

                    理理理理    由由由由 

    この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、豊川市公共駐車場の適正な管理のため駐車場を利用豊川市公共駐車場の適正な管理のため駐車場を利用豊川市公共駐車場の適正な管理のため駐車場を利用豊川市公共駐車場の適正な管理のため駐車場を利用

できる期間を定めるとともに、できる期間を定めるとともに、できる期間を定めるとともに、できる期間を定めるとともに、豊川市愛知御津駅前公共駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場豊川市愛知御津駅前公共駐車場の拡張にの拡張にの拡張にの拡張に伴い使伴い使伴い使伴い使

用料用料用料用料等等等等を定めを定めを定めを定め、併せて豊川市西小坂井駅前、併せて豊川市西小坂井駅前、併せて豊川市西小坂井駅前、併せて豊川市西小坂井駅前公共公共公共公共駐車場の駐車場の駐車場の駐車場の使用料を見直す使用料を見直す使用料を見直す使用料を見直す必要必要必要必要がががが

あるからである。あるからである。あるからである。あるからである。 

 


